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戦後改革期における生活改善普及事業と婦人会

一島根県を事例に一

中間由紀子(鳥取大学大学院連合農学研究科)

内田 和義(島根大学生物資源科学部)

Promotion Services for Home Living Improvement副 ldWomen's Associations in the 

Postwar Reform Era: A Case Study on Shimane Prefecture 

Yukiko Nakama (United Graduate School of Agriculture Sciences， Tottori University) 

Kazuyoshi Uchida (Faculty of Life and Environmental Sciences， Shimane University) 

Promotion services for home living improvement 

were established after the war as a measure for 

improving the status of women in rural areas. This 

measure was implemented through home living 

improvement groups under the guidance of home 

advisers. With respect to the formation of home liv-

ing improvement groups， the Ministry of Agriculture 

and Forestry had developed a policy that excluded 

the use of existing organizations such as women's 

assoclatlOns. 

The objective of the present study is to elucidate 

the relationship between the promotion services 

1. はじめに

戦前の農村女性は家やムラの中で非常に低い地位

に置かれ発言や行動の自由を認められない存在で

あった.そのような状況も戦後徐々に改善され，農

村女性は緩やかにではあったが自由や主体性を獲得

していった.女性の地位の向上に寄与した施策の一

つに生活改善普及事業がある.当事業は「生活改善

実行クーループ活動を通じて」農村女性の「生活に希

望」をもたらしたとされている 1)

生活改善普及事業に関しては生活改良普及員(以

下，生改普及員と略)2)と生活改善実行グ、ループめ(以

下，生改グループと略)の活動に関する研究が中心

である.これに対して市回知子は事業の主管であっ

た農林省の「生活改善の理念」について考察してい

る喧.市田は，農林省、の理念は「合理性j，I農家婦

人の地位向上j，I農村民主化」という三つの言葉に

(108) 

for home living improvement and women's associa-

tions in Shimane Prefecture， where the policies of 

the Ministry of Agriculture and Forestry were not 

adhered to. 

Our findings are summarized as follows. 

Shimane Prefecture executed promotion services 

for home living improvement under the original 

policies. The formation of groups was implemented 

through women's associations， who contributed to 

the development of promotion services for home 

living improvement. 

象徴されるとした.農林省の「最終目標」は「生活

技術」の普及による「生活経営」の合理化と「同時

にそれを通じて「農家婦人の地位向上j，I農村民主

化」に寄与することJにあったとしている.

市田はさらに農林省の理念が地方自治体でどのよ

うに受容され実践されたのかについて山口県を事例

に考察している町.山口県では， I普及事業や試験

研究が，人的な面も含め，農林省と密接なつながり

をもっていた」ため，農林省の理念に沿った事業が

行われた.事業の中核である生改グループは，婦人

会などの既成の組織に頼らず，有志によって自主的

に結成されなければならないとされた. I農村民主

化」への寄与という農林省の理念に沿った指導方針

であった. しかし県の方針に沿って同志型の生改グ

ループが結成されると，生改グループと婦人会の聞

に深刻な対立や車L線が生じる場合があった.市田は
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婦人会と対立した「弥生ク申ループ」の例を紹介して

いる.ただし対立の原因については言及していない.

市田は生改グループと婦人会との関係性は， I講組型

社会」か「同族型社会」かで異なるのではないかと

示唆している. I講組型社会」および「同族型社会」

について説明はしていないが，文脈からして前者が

西日本に，後者が東日本に相応するものと思われる.

別稿。で我々は山口県と同じ西日本に属する鳥取

県をとりあげ生改グループについて考察した.すな

わち生改グループの育成，婦人会との関係，婦人会

との対立の様相及びその原因について考察した.鳥

取県も農林省の理念に沿って事業を展開した.農政

担当の幹部は農林省の出身であった.山口県と同様

に生改グループは婦人会などの既存組織を利用せず，

有志によって結成されるべきであるとされた.県の

方針に沿って生改グループが結成された結果，生改

グループと婦人会の聞に深刻な対立が生じる場合が

あった.その原因は編成原理に起因する両組織の性

格の違いによるものであった.対立は地域内の人間

関係を悪化させ，生改グルーフ。の活動を停滞させた.

本稿では，山口県および鳥取県に隣接する島根県

を事例に，生活改善普及事業と婦人会の関わりにつ

いて考察する.後述するように，島根県は農林省の

方針を忠実に受け容れるということはせず，独自の

方針によって事業を展開しようとした.本稿ではま

ずその方針について明らかにする.そしてなぜ独自

の方針をとったのか，さらにはどうしてそうした方

針をとることができたのかも考察することにしたい.

2.農林省の生活改善普及事業の理念

。農林省の生活改善普及事業の理念については市田

の研究 ηがある.市田の研究を参照しつつ政策立案

者の生活改善に対する理念について考察する.

1948年に開始された協同農業普及事業は， GHQ 

が農村民主化のために推し進めた改革の一つであ

る.農業改良，生活改善，青少年育成の 3つの事業

で構成されていた.生活改善普及事業の主管は農林

省農業改良局普及部に設置された生活改善課であっ

た.初代生活改善課長には文部省から大森松代が迎

えられた.農林省、初の女性課長であった.大森はア

メリカへの留学経験があった.民主主義や個人主義

をよく理解していた.課長をはじめとする職員の多

くが高等教育機関で家政学を学んだ女性であった 8)

(109) 

大森は「第一回生活改善に関する懇談会」町 (1948

年 11月30日)で， I組織的なものを用ひるとJI従

来の国防婦人会のやうになる」として既存の組織を

利用して生活改善を行うことに否定的見解を示した.

既存の組織とは婦人会のことである.大森は「は

じめは何処までも個々の人達を対象とし，そこから

自分自身で組織の力をつくり上げるところまでゆき

たいJと述べた. 自主的に結成された組織によって

生活改善を行うべきだという考えであった.

農村の婦人会は一部の例外を除いて戦争末期に解

散するが戦後すぐに再結成される 1仰. GHQは日本

の民主化と婦人解放の方向に逆行するものとして，

地域婦人会の再編・強化を否定し，従来のような網

羅的な組織が再建されないよう指示した. しかし婦

人問題解決のための諸施策の受け皿として GHQが

いうような自主的な婦人団体の育成は現実的には困

難だと判断した文部省は，婦人会の再編成によって

施策の展開を図ろうとする.また各地方自治体も中

央からの通達を徹底させるために地域婦人会の復

活・再生を強力に後押しした 11)

戦後も婦人会の幹部は名望家の婦人が中心であっ

た.婦人会は戦前の「御用団体的体質J12)を継承し

ていた.そのために大森は婦人会を利用すると「国

防婦人会Jのようになると危倶したのである.国防

婦人会は「ファッショ的な婦人団体J13)であり，民

主主義という概念の対極にある組織であった. これ

に対して，生活改善普及事業の最終目標は「農村民

主化」にあった 「農村民主化」を実現するためには，

戦前の性格を色濃く残す婦人会に頼ることは避けね

ばならなかったのである.

上司として大森を支えたのが，農業改良局長の小

倉武ーであった 14) 小倉は 1951年4月5日に開催

された「第2回全国農業改良普及員実績発表大会」

において，1指導者に盲従」しないで「自主性」をもっ

て行動する農民，すなわち「考える農民」を育成す

ることが農村民主化の「根底をなす」と述べた 15)

農民の主体性を重視するという点で小倉と大森の考

えは一致していた. I考える農民j という言葉は，

その後，普及事業のスローガンとなっていく

「農村民主化」への寄与， I考える農民」の創出と

いう理念の下，生活改善普及事業が各都道府県で開

始される.当初は生改普及員が担当地区を満遍なく

巡回して啓蒙指導を行った. しかし，啓蒙指導では
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「成果を積み上げていくことができないという反省」

が生じる. 1951年 7月，農林省は生活改善の推進

方策として濃密指導方式を打ち出す.濃密指導方式

とは， I意欲のあるところを重点的に指導し，そこ

に生活改善グ、ループを育成して普及活動の拠点」と

する方法であった.生改グ、ループは「上からの組織

としてではなく，自発的に任意に農民によって作ら

れるべきである」とされた Iめ 「自発的j，I任意」

という文言から，個人の主体性を重視した政策立案

者の理念が生改グループの育成方針に反映されてい

ることがわかる.

実施主体の各都道府県では，事業を遂行するため

の方針が打ち立てられる.山口県においては，生活

改善の目標として「生活文化の育成向上j，I農業生

産の増大j，I家庭生活の民主化Jの3つが掲げられ

た1η 事業の中核を担う生改グループについては「婦

人会や農協婦人部のように地縁に基づく上意下達の

ための集団ではなく， 目的を同じにする者によって

自主的に結成される集団である」とされた 18) 鳥取

県においては「農業の改良発展Jと「生活の向上」

を事業の目的とし，農民自身の生活改善に対する「自

覚」が重視された 19) 生改クやループは「農村生活を

改善する意慾をもった同志の自主的な集まり」であ

り， I部落又は町村の全員が個人の意志を無視して

網羅的に結合されたり j，I他の目的をもって結合さ

れた団体Jを「そのまま改善クラブ」にしてはなら

ないとされた叫両県における事業方針および生改

グループの育成方針は，農林省の理念に準じたもの

であることがわかる.ただし農林省の理念は全国

一律に受容され，実践された訳で、はない.冒頭で述

べ作とおり，島根県では独自の方針がとられ，事業

が展開されるのである.

3. 島根県における生活改善普及事業と婦人会

(1)生活改善普及事業の方針

島根県で生活改善普及事業が開始されるのは

1951年である.鳥取県の事業開始から 1年後のこ

とである.業務を担当したのは，経済部農業改良課

に設置された生活改善係であった.経済部長および

農業改良課長は農林省の出身ではなかった.戦後改

革期に農業改良課長を務めたのは，沢井辰治郎(1950

年 3 月~ 1951年 3月)，三島五郎(1951年 3月~

1951年 8月)21)，三代良信 (1951 年 8 月~ 1959年

7月)めの 3名で，それぞれ周吉郡(現・隠岐郡)， 

松江市，簸川郡の出身であった 生活改善係は，男

性係長の下，職員の半分を女性が占めた.現場で指

導に当たった生改普及員はすべて女性であった 23)

農業改良課は業務を開始するにあたって「第ーに

正しい生活理念の確立と生活意識の昂揚と言う所謂

啓蒙と第二に種々の生活技術を徐々に改良して行く

こと」が「島根県生活改善の目標」初だとした 生

活に対する意識改革や生活技術の改良に重点が置か

れていた.特に重視されたのは生活技術の改良で

あった.当時の担当者も生活改善の「目標」は農家

の「所得向上」や生活技術の改良によって「生活の

質を高めるJという現実的な問題の解決にあったと

述べているお) 島根県の生活改善事業の目標は，農

林省が目指した「農村民主化」の実現や「考える農民」

の創出という理念の追求ではなく，農家生活の合理

化を目的とした生活技術の改良にあったのである.

生活改善普及事業の受け皿が生改グループであ

る.鳥取県では集落内の既存の組織に頼るのではな

く，有志による自発的なグループを育成するという

方針がとられた.農林省の理念に沿った方針であっ

た.山口県も同様であった. これに対し島根県では

「部落団体に基礎をおいた生活改善グループを育成」

するという方針がとられる 26) I部落団体」とは集

落の全戸が加入することを義務付けられた組織のこ

とである.生改グ、ループのあり方について生活改善

係長の桐原正義は次のように述べている.

生活改善グループが真に農民の全生活を改善し

ようとするグ、ループであれば，無理をして点々

と人を求めて作るような同好会式のものでな

く，仲間とともに住んでいる生活集団である部

落から出発すべきであろう 27)

生改グ、ループは「同好会式」のものではなく「部

落から出発すべき」であるとしている.I無理をして」

という文言に，現場を熟知する地方役人の，当時と

もすれば机上の理想論に流されがちであった中央官

僚への暗黙の批判が隠されていた， とみるのは穿ち

すぎであろうか.いずれにしても島根県の方針が個

人の自発性を重視した農林省のそれとは大きく異

なっていたことだけは確かである. こうした認識は

もちろん現場の生改普及員にも共有されていた。例

えば福間久美野は次のように述べている.

先ず会合を発足しようと思えば，広く部落に呼

(I10) 
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びかけ，社会的了解を得た上で，会合の主旨を

央日ってもらい，座談会，発表会，実演等あらゆ

る方法で独善に陥いらない社会性のある仕事の

取り組み方が大切である 28)

鳥取県では，生改普及員はまず有志に働きかけた.

)これに対し島根県の生改普及員はまず「広く部落に

呼びかけ」ることが大切であるとしている. 1部落

から出発すべき」とする生活改善係長相原の意見と

一致している.

当時，島根の農村で有志のみで何か活動を行うこ

とは難しいことであった名望家層を頂点とした「封

建的」な支配構造が残っていた.個人の析出を許さ

ない「社会的強制力」が残存していた.そのため少

、数の有志だけでの活動は「熱意だけで目的に到達出

来る可能性はあったにしても多くの困難」をともな

うことが予想された 29) 有志、によってグループが結

成され活動が行われた場合， グループと「部落」の

聞に深刻な対立や車L際が生じる可能性があった.そ

のため啓蒙の段階から「部落団体」である「婦人会

と密接な関係を持ちJ初婦人会を基盤にグ、ループ

育成を行うのである.

なぜ、島根県では鳥取県や山口県とは異なり独自の

方針をとりえたのであろうか.その主要な要因とし

て農政担当の幹部が農林省の出身で、はなかったとい

うことがあげられる.農林省、の方針に忠実であった

山口県と鳥取県の農政担当の幹部は，農林省の出身

であった.他方，島根県の農政担当の幹部は，農林

省、の出身ではなかった.前述したように農業改良課

長は全て県が採用した地元の人間であった.生活改

善係長も同様であった.彼らは農林省とのしがらみ

がなかったためか，農林省の方針に必ずしも忠実で

はなかった. 1農村民主化jを実現するという理念の

追求ではなく，生活技術の改良というリアリズムに

徹した方針をとった.島根の農村の現実に精通して

いたためであった.それは生改普及員の派遣方法に

も示されている.島根の農村は保守的で閉鎖的であ

るとされている. 1一般に農村社会は，封建的である

といわれるが，本県においては，特にこの傾向が濃

厚である」と当時の普及担当者が指摘している刊

農村の閉鎖性を考慮しし，生改普及員は受け入れられ

やすいように出身地に派遺された 3吟2司竺地域のさまざ

まな情報を持つているということも普及員としての

活動にプラスにi働動いたであろう.地元に派遣された

生改普及員は，婦人会を通して指導を行っていく.

(2)生活改善普及事業と婦人会

島根県では 1951年から 52年にかけて啓蒙指導が

行われる.農村女性の生活に対する意識を変革する

とともに生改普及員の存在を知らしめるためであっ

た.啓蒙指導は婦人会を通して行われた.当時指導

に当たった生改普及員は「婦人会を対象に「生活改

善とは」という主旨について述べるなど普及事業啓

蒙活動として，お座敷回りの会合がほとんど」であっ

たとしている 33) 生活改善の内容について説明する

際には「只話しただけでは何も役立」たないので，1各

種の会合に表とか実物を作って展示jするなどの士

夫がなされた叫生改普及員が地元の出身者であっ

たためか，婦人会は普及員に対して協力的であった.

生改普及員は，婦人会の会員から「先生と呼ばれて

大事にされJ，会合で話をして欲しいと要請される

こともあった.生改普及員と婦人会の聞に車L糠や対

立が生じることはなかった 35)

生改グループの育成が開始されるのは 1952年か

らである.生改グ、ループの育成は婦人会を通して行

われた.生改普及員は，啓蒙指導の段階で生活改善

に意欲を見せた婦人会に対して重点的に指導を行

い，グループ結成を援助した.婦人会側もそれに応

え，次々と生改グ、ループが結成された.生改グルー

プの結成は，婦人会がそのまま生改グループになる

という方式であった絢.そのため両者の聞に対立が

起こるということはありえなかったのであるめ.

島根方式によって結成された生改グ、ループに「わ

かば会J(松江市竹矢町上竹矢)却)がある. 1わかば会」

は上竹矢婦人会によって結成された生改グループで

ある.全23戸から 1名ずつ参加していた.会長をは

じめ成員の多くは姑層であったお グループ結成の

きっかけは，上竹矢婦人会の上部組織である竹矢地

区婦人会と農業改良課より保存食の研究をすすめら

れたことであった.当時，上竹矢の農家は 1戸当た

り 1~2 町の水田を所有し，二毛作を行っていた

その上酪農も行っており，農繁期の忙しさは尋常で

はなかった.特に女性は，農業労働に加え，炊事な

どの家事労働もこなさなければならなかった 忙し

さのため炊事の時聞を十分に取ることが出来ず，食

事の内容は単一で栄養の偏ったものになった.過重

労働と栄養不足は体重の減少や体力の低下を引き起

こした.病気になる者も現れた胡農繁期の度に病
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人が出るという状態を改善するためには栄養不足を

解消する必要があった.上竹矢婦人会の会員達は「如

可にして簡易にして且つ栄養を取るべきかと頭をな

やまして」いた.そこへ地区婦人会と農業改良課か

ら「保存食について，研究してみないかJとすすめ

られたのである 41) 1954年 9月，上竹矢婦人会は保

存食のモデル地区となる. IふりかけJ，I塩昆布J，I大

豆そぼろ」などの「保存食の共同調理Jを行い，保

存食の研究に積極的に取り組んでいくめ.

上竹矢婦人会を指導した生改普及員は橋本マサヨ

である. 1953年に生改普及員となり，松江地区を

担当していた.橋本は松江市の出身であった. どの

地区の婦人会の活動が活発であるかということを熟

、知していた.橋本は竹矢地区婦人会に接触し指導す

るようになる 43)

「わかば会」のリーダーであった小川緑は次のよ

うに述べている.

竹矢地区本会の身近かな問題から生活改善を解

決しようと会長様のご主旨でまづ婦人会服の着

用，婚礼の土産の裾分廃止，病気見舞返し廃止，

会長のおごり制度廃止，などに協力し，私たち

も足もとの事から，一歩一歩前進して，生活改

善に心がけようとしてゐた 44)

生活の簡素化や悪しき慣習に関する竹矢地区婦人

会の提案は下部組織である部落婦人会によって実施

された.なかでも上竹矢婦人会は，安達里江会長の

下，生活改善に熱心に取り組んだ 45) 多くの部落

婦人会の中から保存食のモデル地区として選ばれた

のはそのためである.

上竹矢婦人会の会員は，地区婦人会の活動や保存

食のモデ、ル地区の経験を経て， I今までの長い習慣

の無駄の多い事や時代にあわない事の多い」ことに

気づき， I何か私たちの手で，力で改善する事は出

来ないだろうかと強く考へる様に」なる.ちょうど

その頃，橋本普及員から「保存食の会を発展させて

新生活運動のクラブ活動をやってみないかJとすす

められる. I最初には願っても無い好キだとは思ひ

っ〉もあまりにも責任の重大さにモデ、ルになるな

ど」と薦賭する. しかし， I橋本先生のお心のこも

った御指導と，会員の熱意の集結の末」グループの

結成を決意する. 1955年 4月 l日，上竹矢婦人会

23名により「わかば会」が誕生する岨.安達婦人会

長らのすすめで小川緑が「わかば会j のリーダーと

なった. Iわかば会」は，共同炊事などの活動を行い，

島根県を代表する生改グルーフ。へと発展していく.

4. おわりに

島根県は独自の方針によって生活改善普及事業を

実施した.事業の最終目標は生活技術の改良によっ

て生活を合理化することにあった.啓蒙指導および

生改グループの育成は参加強制型の組織である婦人

会を通して上から行われた.個人の主体性の重視，

「農村民主化」への寄与という農林省の方針とは大

きく異なっていた.

島根県が独自の方針を取りえた要因の一つに，農

政担当の幹部が農林省の出身ではなかったというこ

とがあげられる.農林省とのしがらみがなかったた

め，独自の方針を取ることが出来たのである 農業

改良課長は地元の農家出身であり，島根の農村の事

情に精通していた.農家の生活は都市の生活と比べ

ると衣食住すべてにおいて貧しく遅れていた. I農村

民主化」という理念の追求よりも，生活技術の改良

という喫緊の課題を優先する必要があったのである.
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婦人会を利用して上から事業を実施しようとした

のは迅速に事業を遂行するためであった.また農村

の現実を直視すると「農村民主化」は時期尚早であっ

た.当時の農村には名望家層を頂点とした支配構造

が残っていた.名望家層の婦人が幹部を務める婦人

会を無視し，有志がグ、ループを結成することは困難

であった.そのことを考慮し，1婦人会と密接な関係J

を持ちながら事業を推し進めたので、ある もしも有

志グループを育成することによって事業を推し進め

たならば，山口や鳥取のようにグループと婦人会の

聞に深刻な車L際や対立が生じたであろうことは間違

いなく，事業の進展に支障をきたしたはずである.

県の方針に従い，生改普及員は婦人会を中心に啓

蒙指導や生改グルーフ。の育成に当たった.婦人会は

生改普及員の指導を受けながら生活改善に積極的に

取り組み，生改グループを結成した. Iわかば会」

はその典型例である. Iわかば会」は，上竹矢地区

の部落婦人会によって結成された生改グループで

あった.事業が婦人会を通して行われたことにより，

生改普及員および、生改グループと婦人会の聞に対立

は生じなかった.婦人会は，生活改善普及事業の受

け皿となり，事業の発展に貢献したのである.
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